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令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 
志願者の皆さまへ 

習志野市立習志野高等学校 
校 長  田 口 富 一 

 

令和８年度 一般入学者選抜について 
 
１ 検査時間割 

第１日目 ２月１７日（火） 第２日目 ２月１８日（水） 
 ９：３０ 
 ９：３０ ～９：５０ 
 ９：５０ ～１０：０５ 

集 合 
受付・点呼 
注意事項伝達 

 ９：３０ 
 ９：３０ ～９：５０ 
 ９：５０ ～１０：０５ 

集 合 
受付・点呼 
注意事項伝達 

 １０：２０ ～１１：１０ 国 語  １０：２０ ～１１：１０ 理 科 
 １１：４０ ～１２：３０ 数 学  １１：４０ ～１２：３０ 社 会 
 １２：３０ ～１３：１５ 昼食・休憩  １２：３０ ～１３：１５ 昼食・休憩 

 １３：２５ ～１４：２５ 英 語  １３：２５ ～ 学校設定検査 
（自己表現検査） 

   
２ 検査当日の持ち物 

受検票、鉛筆（シャープペンシル可）、三角定規一組（角度の目盛りのないもの）、コンパス、消しゴム、 
上履き、下足袋、昼食、自己表現検査で使う体操服や楽器等の用具（２月１８日（水）のみ） 

 
３ 注意事項 
（１）マスクの着用に関しては、志願者本人の判断に委ねます。 
（２）手洗いおよびアルコール消毒による手指衛生の確保、咳エチケットの励行にご協力ください。 
（３）各学力検査後に換気を行いますので、必要ならば、華美でない上着（市販のロゴマークやワンポイン

トがあるもの、および背中等に学校名が入っているものは可とする）などを持参してください。な
お、上着を含めて他の防寒着（マフラー・ひざ掛け・手袋等）は検査室には持ち込めません。 

（４）開場時間は９：００を予定しています。入り口付近での密集を避けるために、当日は本校職員の指示
に従って入場してください。 

（５）感染症等に罹患した場合及び、発熱・咳等の症状がある場合は、別室で受検できます。詳細は３ペー
ジをよく読んでください。 

（６）受検会場に時計はありません。時計を携帯する場合は、時計機能のみのものに限ります。 
（７）集合場所は、当日の案内で指示された教室とします。 
（８）第１日目は英語の学力検査が終了後、指示に従って帰宅します。第２日目は自己表現検査が終了次

第、順次指示に従って帰宅します。 
 

４ 自己表現検査について 
（１）自己表現検査は、出願登録時に選択した種目ごとに実施します。 
（２）自己表現検査で使う体操服や楽器等の用具は、控室の自席での自己管理とします。 
（３）更衣が必要となる種目は、昼食・休憩後の職員の指示により行ってください。 
（４）その他の注意事項等は、習志野高等学校公式ホームページ「令和８年度入学者選抜」欄にある「自己表

現検査注意事項等」を、検査当日までによく読んでおいてください。 
（５）天候によらず、すべての種目を室内（体育館・教室等）で行います。 
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（６）実技による自己表現における「受検生が用意するもの」等の種目別一覧は以下のとおりです。 
実施種目 対象 受検生が用意するもの 本校で用意するもの 

バレーボール 男・女 体操服・屋内用運動靴 バレーボール５号球・ネット 

バスケットボール 男・女 体操服・屋内用運動靴 
バスケットボール 
（男子７号球・女子６号球）・ゴール 

サッカー 男 体操服・屋内用運動靴 サッカーボール・マーカー 
コーン・ミニゴール 

体操競技 男・女 体操服 マット・倒立バー 

ソフトボール 男・女 体操服・屋内用運動靴 
グローブ・バット・３号球 
硬式テニスボール・Ｔネット・Ｔ台 

柔道 男 柔道着または体操服 畳 
剣道 男・女 体操服 竹刀・木刀 
基礎運動能力 男・女 体操服・屋内用運動靴 ヨガマット・ラダー・とびなわ 

吹奏楽 男・女 
自己表現検査種目選択で
申告した楽器 
（弓・ばち含む） 

コントラバス 
小太鼓・マリンバ 

 
５ 入学許可候補者の発表等 
（１）３月３日（火）午前９時に本校正門付近で、入学許可候補者の受検番号を掲示するとともに、同日午前

９時にインターネット特設サイトにて個別の選抜結果を閲覧できるようにします。なお、インターネ
ット特設サイトへのアクセス方法は検査当日に文書にてお知らせします。 

（２）選抜結果等についての通知書は、合否に関係なくインターネット特設サイト内にて、個別にお知らせ
します。 

（３）電話による合否の問い合わせには、お答えできません。 
（４）入学許可候補者となった者に配付する入学準備のための書類は、インターネット特設サイト内に掲載

します。学校では配付をしませんので、ご注意ください。 
 
６ 放送による緊急連絡 

２月１７日（火）、２月１８日（水）ともに、次のア～エにより、状況に応じて行われます。 
ア 千葉県教育委員会ウェブページ https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/ 
イ ＮＨＫ総合テレビ 午前６時及び午前７時のニュース番組 
ウ ＮＨＫラジオ第１放送 午前６時及び午前７時のニュース番組 
エ 千葉テレビ 随時 

 
７ 調査書及び学力検査等の結果の情報提供 

調査書及び学力検査等の結果の情報提供期間は、令和８年３月４日（水）から令和７年４月３日（金）
（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除いた午前９時～午後４時３０分まで）
までです。調査書の写しの発行には、習志野市の条例により１枚１０円がかかります。 
法定代理人に対しての開示は、当該者が法定代理人であることの確認後に実施します。 

 
８ その他 

一般入学者選抜に関する緊急の問い合わせを必要とする場合は、以下までご連絡ください。 
習志野市立習志野高等学校 ０４７（４７２）２１４８ 

 
次ページも必ずお読みください。 
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令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜 
習志野市立習志野高等学校における別室受検及び追検査の対応について 

令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜について、下記の対応をしますので、ご協力をお願いします。 
 

記 
 

１ 別室受検について 
感染症に罹患している場合や体調不良の場合は、別室で受検できます。 

 
２ 事前連絡及び検査当日の留意事項等について 
（１）検査前日まで 

次のア、イに該当する志願者は、検査前日までに在籍する中学校等を通して習志野高等学校に連絡
してください。 

ア 感染症に罹患している志願者で、本検査を受検する者 
イ 感染症に罹患している志願者で、本検査をどうしても受検できない者 

なお、やむを得ず検査を受検できない場合は、追検査の対象かどうかについて、必ず在籍する中学
校等に確認してください。 
＊中学校等に在籍していない志願者は、直接習志野高等学校に連絡・確認してください。 
 

（２）検査当日 
ア 検査当日に、志願者から習志野高等学校に緊急の連絡をする必要が生じた場合は、志願者本人（又

は保護者等）が直接、習志野高等学校に連絡してください。なお、やむを得ず検査を受検できない
場合は、追検査の対象かどうかについて、必ず習志野高等学校に確認してください。 

イ 各検査当日に、体調不良の受検者は、正門付近の職員に申し出てください。 
ウ 受付、控室及び検査室について 
（ア） 受付 

・体調不良でない者 ・・・生徒昇降口から各控室へ入室する 
・体調不良の者（感染症罹患者を除く） ・・・正門付近の職員が指示する 
・感染症に罹患している者 ・・・正門付近の職員が指示する 

（イ） 控室及び検査室 
受付での指示に従ってください。 

エ 自己表現検査の順番を変更する場合があります。 
オ 検査当日、体調不良等の受検者のため、付添人控室を用意します。 
 

（３）電話連絡先 
習志野市立習志野高等学校 ０４７－４７２－２１４８ 

（平日の午前８時４５分から午後４時５５分まで） 
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３ 追検査について 
感染症罹患による発熱、感染症の疑い、月経随伴症状による体調不良、検査会場に向かう途中の事故等の

理由及び学校生活において忌引の扱いとする事由が生じた場合により、別室での受検も困難で、本検査を全
部又は一部受検することができなかった者のうち、所定の手続により、習志野高等学校の校長に承認を受け
た者を対象として、令和８年２月２６日（木）に追検査を実施します。 
中学校等に在籍している志願者は、在籍校の校長先生等を通して、それ以外の志願者は、志願者本人（又

は保護者等）が直接、追検査を志願する旨を、速やかに、習志野高等学校へ連絡してください。 
追検査を志願する場合には、出願時に交付された受検票、「追検査受検願」（様式１８）及び本検査を受

検することができなかった理由を証明する書類として「医師の診断書」（加療期間が明記されたもの）又は
「本検査不受検理由証明書」（様式１９の⑴又は⑵）を提出してください。 

 
追検査受検願等の提出期間及び受付時間 

令和８年２月２０日（金）及び２月２４日（火） 
受付時間は、２月２０日（金）は午前９時から午後４時３０分まで 

２月２４日（火）は午前９時から正午までとする。 
なお、送付の場合も、２月２４日（火）正午までに必着とする。 

 
４ 入学許可候補者の発表について 

選抜結果については、本検査及び追検査の結果を併せて、令和８年３月３日（火）午前９時に、掲示によ
り入学許可候補者の受検番号を発表します。 
また、インターネット特設サイトでの合否照会については、検査当日に、お知らせします。 
なお、入学許可候補者への配付物は、受検者ログインページからダウンロード及び印刷してください。 
 

５ その他 
不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとします。 
なお、不正行為とは、次のことを指します。 
ア 他の受検者の答案をのぞいたり、受検者どうしで相談したり、疑わしい紙片を見たり投じたりする

こと。 
イ スマートフォン等の電子機器類を検査時間中に見たり使用したりすること。 
ウ 検査の実施を故意に妨害すること。 
エ 他の受検者を妨害したり、他の受検者に利益を与えたりすること。 
オ その他、検査の公平性を損なう行為をすること。 


